
運転免許の自主返納考えてみませんか？

運転経歴証明書とは

運転免許証にかわる、無期限の顔写真付身分

証明書になります。（運転はできません）

地域によっては奨励制度あり！

経歴証明書申請要領

そんな時は ・ ・ ・

自主返納数は昨年に比べて増加しています。

時津署では令和元年中の自主返納数は、３７３件 （概数）
であり、平成３０年中よりも約１．６倍の申請がありました。
（平成３０年中の申請数２３４件）

○最近家族から車の運転の心配をされるようになった・・・

○運転に自信がなくなってきた・・・

○運転はしないけど、顔写真付きの身分証明書として持っておきたい・・・

有効期限内に免許証を返納して、運転経歴証明書を作りましょう！

なお、平成28年４月１日以降に免許が失効し、現在免許を持っていない方も、運転経歴

証明書の申請ができます。

※ただし、運転免許が失効する前に免許の取り消し等の基準に該当していた方は、運転経

歴証明書の申請はできません。

◆受付時間

・時津警察署 平日（月～金）9:00～11:00、13:00～16:00

・試験場 平日（月～金）10:30～11:15、14:00～14:45 / 日曜日15:00～16:00

◎なお、４月 １日午後から長崎警察署と併設された長崎運転免許センターが開設とな

り、経歴証明書の申請ができるようになります。

・免許センター 平日（月～金※）10:30～11:15、14:00～14:45

※第２・第４日曜日の２日前の金曜日は閉庁となります。

◆必要なもの（免許返納と同時に申請する場合）

・有効期限内の運転免許証・手数料1,100円・写真


